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６０ 福祉保健局 こども基本条例を踏まえた施策の推進 

事
業
概
要 

                                            

【「こども基本条例」に関する理解促進事業】 

子供や保護者等に対し、条例の内容を分かりやすく伝え、子供の意見表明や地域社会

等への参加促進、子供の権利擁護に関する理解促進を図る。 

 

【「こども基本条例」を踏まえた新たな取組（子供家庭支援区市町村包括補助事業）】 

身近な区市町村において、子供の権利を尊重し、擁護するための取組が進むよう、子

供の意見表明や参加を促進する取組・子供の権利擁護に関する取組を行う区市町村を支

援する。 

 

こ
れ
ま
で
の
経
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【「こども基本条例」に関する理解促進事業】 

子供自身が条例の内容を理解できるよう、年齢や発達段階に応じた普及啓発のための

ハンドブックの作成に向けての準備。また、多様な媒体の活用など効果的な情報発信の

手法を検討。 

 

【「こども基本条例」を踏まえた新たな取組（子供家庭支援区市町村包括補助事業）】 

 多くの区市町村でこの取組が進むよう、具体的な取組事例を示しながら、区市町村に

内容を説明し、意見を聴取。 

 

現
在
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進
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【「こども基本条例」に関する理解促進事業】 

子供の権利に関わる学識経験者や、広報に関して知見を持つ有識者が参加する編集・

検討委員会を設置するための準備を進めている。 

また、子供の意見を取り入れるため、都内在住・在学の小・中・高生を対象に、ハン

ドブックの編集に取り組む「こども編集者」を募集し、子供たちが参加する編集会議の

開催に向けた準備を進めている。 

 

【「こども基本条例」を踏まえた新たな取組（子供家庭支援区市町村包括補助事業）】 

第１回協議に９自治体から申請があり、内示に向けた調整を進めている。 

 

今
後
の
見
通
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【「こども基本条例」に関する理解促進事業】 

子供たちが参加する編集会議を開催し、ハンドブックの内容の検討を進めるととも

に、編集・検討委員会を開催し、分かりやすい内容構成やデザイン等を検討していく。 

 

【「こども基本条例」を踏まえた新たな取組（子供家庭支援区市町村包括補助事業）】 

第１回協議で受け付けた申請内容を審査後に内示予定。また、11 月に第２回協議を

受付予定。 

問い合わせ先 福祉保健局 少子社会対策部  計画課 電話 03-5320-4138 



 


